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き
な
か
っ
た
年
額
の
増
額
分
が

あ
る
、
次
の
方
々
で
す
。

対
象
者

1･ 

す
で
に
年
金
記
録
を
訂
正

し
て
い
る
方

①
年
金
記
録
の
訂
正
に
よ

り
年
金
額
が
増
え
た
方

②
年
金
記
録
の
訂
正
に
よ
り
年

金
の
受
給
資
格
が
確
認
さ
れ
、

新
た
に
年
金
が
支
払
わ
れ
る

こ
と
に
な
っ
た
方

③
前
記
①
や
②
に
該
当
す
る

方
が
亡
く
な
ら
れ
て
い
る

場
合
に
は
、
そ
の
遺
族
の
方

2･ 

今
後
、
年
金
記
録
が
訂
正

さ
れ
る
方

3･ 

今
後
、
年
金
記
録
が
訂
正

さ
れ
た
結
果
、
上
記
①
〜
③

と
同
様
に
年
金
額
が
増
え
る

方
必
要
な
手
続

1･ 

年
金
の
受
給
開
始
後
、
す

で
に
年
金
記
録
が
訂
正
さ
れ

て
い
る
方

・ 

社
会
保
険
庁
か
ら
、
あ
ら
か

じ
め
必
要
な
事
項
を
印
刷
し

た
用
紙
を
順
次
発
送
し
ま
す
。

ま
た
、
今
す
ぐ
に
手
続
き
を

す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。
そ

の
場
合
に
は
、
広
島
南
社
会

保
険
事
務
所
に
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

2･ 

今
後
、
年
金
記
録
が
訂
正

さ
れ
る
方

・
記
録
訂
正
の
手
続
以
外
に
特

別
な
手
続
は
必
要
あ
り
ま
せ

ん
。
自
動
的
に
5
年
を
経
過

し
た
分
の
年
金
額
も
支
払
わ

れ
ま
す
。

問
合
せ
先

広
島
南
社
会
保
険
事
務
所

℡
253-

７
７
１
０

住
民
課
保
険
年
金
グ
ル
ー
プ

℡
820-

５
６
０
４

　　お尋ねします・・・ 
　現在、介護サービスを利用していますが、
町外に転出することになりました。転出
先でも引き続き介護サービスを受けるこ
とができますか？ 
　　お答えします・・・ 
　介護認定を受けている方が転出される
場合、介護認定を受けていることを証明
する「介護保険受給資格証明書」を発行
します。この証明書を14日以内に転出先
の市町村に提出してください。熊野町で
認定された介護度が6ヵ月間引き継がれ、
サービスを受けることができます。 
　なお、ケアマネージャーやサービス事
業所等については、転出先の市町村でお
問い合わせください。 

問合せ先　福祉課高齢者福祉グループ 
℡８２０－５６０５ 

　介護保険に関するよくある質問に対し

てお答えします。 

介護保険のしくみ 

子どもを持つ保護者の方を支える場です。 
育児相談や親子の遊びなどを通して､楽しく育児ができるように

応援しています。気軽にお越しください。 
 

子育て支援センター・ファミリーサポートセンター 西部地域健康センター内　℡820－5502　FAX820－5504 
開設日時（※年末年始、祝日除）月～金曜日　9：30～17：00〈子育て相談（要予約）月～金曜日　13：00～17：00〉 

●子育て支援センターの主な予定　 

16日（火）
19日（金）
24日（水）
26日（金）

11月9日(金)

10:30
9:30
9:30
10:30

9:30

子育て懇談会　（金澤綾子）
わくわくキッズ（2歳6ヵ月以上）
ふわふわベビー（3ヵ月～1歳5ヵ月）
親子の関わり懇談会　（福田宏子）

とことこエンゼル（1歳6ヵ月～2歳5ヵ月）

※毎月の予定表は、子育て支援センターに置いてあります。
　お気軽にお問い合わせください。

実施日 行事（講師・敬称略） 開始時間 

11日（木）
18日（木）

11月8日(木)
9:30

東 公 民 館
中央ふれあい館
東 公 民 館

実施日 場所 開始時間 

●おひさまルーム 
　親子がゆったり遊べる場です。子どもと一緒におもち
ゃで遊びながら、子育てのことなど、一緒にお話しましょ
う。ふれあい遊びや絵本の読み聞かせなど、楽しい遊びも
紹介します。3ヵ月の赤ちゃんから参加できます。

上記以外の日程　9：30～11：30

●パステルルーム 
『パステルルーム』は地域での活動拠点としてご利用
いただけます。育児相談や家庭で楽しめる遊びの紹介
などをしています。

※毎週木曜日は予約による子育て相談の日です。子育
て支援センター内での遊びはありません。

※行事はいずれも11：30に終了予定です。
※３ヵ月以下のお子さまは、午前中の行事への参加は

ご遠慮ください。（子育て相談には応じます）

11月5日(月) わくわくキッズ（2歳6ヵ月以上）
♪親子でリトミック♪（大竹美枝子）�9:30

三世代交流会　「ミニ運動会」 
　西部地域健康センターの生きがいクラブの方との交流会です。
身体を動かしたり、ゲームをしたりして、一緒に楽しく過ごしま
しょう。（※参加費無料、電話での申込可）

と　き：10月12日(金)10：30～11：30
ところ：西部地域健康センター　多世代交流室
参  加：要予約（親子１５組）
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敬
老
会
の
写
真

戦
没
者
等
の

　
　
　 

遺
族
の
皆
さ
ま
へ

国
民
健
康
保
険

退
職
者
医
療
制
度
に
つ
い
て

交
通
事
故
な
ど
に
遭
っ
た
ら

　
　
　
　
　
国
保
へ
届
出
を

　
敬
老
会
で
撮
っ
た
写
真
を｢

役

場
エ
ン
ト
ラ
ン
ス
ホ
ー
ル｣

に

貼
り
だ
し
て
い
ま
す
。
ご
自
由

に
持
ち
帰
り
く
だ
さ
い
。

※
焼
き
増
し
は
で
き
ま
せ
ん
の

で
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

貼
出
期
間 

10
月
1
日
(月)

〜
12
日
(金)

問
合
せ
先

敬
老
会
実
行
委
員
会
事
務
局

（
福
祉
課
内
）

℡
820-

５
６
０
５

〜
第
８
回
特
別
弔
慰
金
の
請

求
は
お
済
み
で
す
か
〜

　
戦
没
者
等
の
死
亡
当
時
の
ご

遺
族
で
、
平
成
17
年
4
月
1
日

に
お
い
て
、
公
務
扶
助
料
や
遺

族
年
金
等
を
受
け
る
方
が
い
な

い
場
合
に
、
次
の
順
番
に
よ
る

先
順
位
の
ご
遺
族
お
一
人
に
、

特
別
弔
慰
金
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

支
給
順
位

①
平
成
17
年
4
月
1
日
ま
で
に

戦
傷
病
者
戦
没
者
遺
族
等
援

護
法
に
よ
る
弔
慰
金
の
受
給

権
を
取
得
さ
れ
た
方

②
戦
没
者
等
の
子

③
戦
没
者
等
と
生
計
関
係
を
有

し
て
い
た
、(1)
父
母
(2)
孫
(3)

祖
父
母
(4)
兄
弟
姉
妹
（
平
成

17
年
4
月
1
日
に
お
い
て
婚

姻
に
よ
り
姓
が
変
わ
っ
て
い

る
方
ま
た
は
遺
族
以
外
の
方

と
養
子
縁
組
を
し
て
い
る
方

は
除
か
れ
ま
す
。）

④
前
記
③
以
外
の
(1)
父
母
(2)
孫

(3)
祖
父
母
(4)
兄
弟
姉
妹

⑤
前
記
①
〜
④
以
外
の
三
親
等

内
の
親
族
（
戦
没
者
等
の
死

亡
時
ま
で
引
き
続
き
1
年
以

上
生
計
関
係
を
有
し
て
い
た

方
に
限
ら
れ
ま
す
。）

支
給
内
容

　
額
面
40
万
円
、10
年
償
還
の

記
名
国
債

請
求
期
限

〜
平
成
20
年
3
月
31
日

※
期
限
を
過
ぎ
る
と
、
特
別
弔

慰
金
を
受
け
る
権
利
が
消

滅
し
ま
す
。

請
求
窓
口
　

 

請
求
者
が
お
住
ま
い
の
市
区

町
村
の
援
護
担
当
課

問
合
せ
先

福
祉
課
社
会
福
祉
グ
ル
ー
プ

℡
820-

５
６
０
５

��

　
こ
の
制
度
は
、
長
い
間
勤
め

た
会
社
な
ど
を
退
職
し
て
国
民

健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
る
方

の
う
ち
、
老
齢
（
退
職
）
年
金

を
受
け
て
い
る
方
と
そ
の
被
扶

養
者
が
、
医
療
を
受
け
る
制
度

で
す
。

　
対
象
者
は
、
次
の
条
件
を
す

べ
て
満
た
す
方
と
そ
の
被
扶
養

者
で
す
。

①
国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て

い
る
。

②
老
人
保
健
制
度
の
対
象
者
で

な
い
。

③
厚
生
年
金
や
各
種
共
済
組
合

な
ど
の
老
齢
（
退
職
）
年
金

を
受
け
て
い
て
、
こ
れ
ら
の

年
金
制
度
の
加
入
期
間
が
20

年
以
上
（
ま
た
は
40
歳
以
降

の
加
入
期
間
が
10
年
以
上
）

あ
る
。

　
以
上
の
条
件
を
満
た
し
て
お

り
、
現
在
、
一
般
被
保
険
者
証

を
持
っ
て
い
る
方
は
、
保
険
証
、

年
金
証
書
、
印
鑑
を
持
っ
て
申

請
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
す
で
に
退
職
被
保
険

者
証
を
お
持
ち
の
方
は
、
手
続

き
の
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
詳
し
い
こ
と
に
つ
い
て
は
、

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
先

住
民
課
保
険
年
金
グ
ル
ー
プ

℡
820-

５
６
０
４

����

　
交
通
事
故
に
遭
っ
て
、
国
民

健
康
保
険
や
老
人
医
療
を
使
っ

て
医
療
を
受
け
る
際
は
、
必
ず

届
出
が
必
要
で
す
。
次
の
よ
う

な
場
合
は
、
保
険
で
治
療
が
受

け
ら
れ
な
く
な
る
な
ど
、
不
利

益
に
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
の

で
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

●
届
出
が
遅
く
な
っ
た
。

●
届
け
出
る
前
に
加
害
者
か
ら

治
療
費
を
受
け
取
っ
た
。

●
示
談
を
済
ま
せ
た
。

問
合
せ
先

住
民
課
保
険
年
金
グ
ル
ー
プ

℡
820-

５
６
０
４

　　
平
成
19
年
7
月
6
日
の
「
年

金
特
例
法
」
の
施
行
に
伴
い
、

年
金
記
録
の
訂
正
に
よ
る
年
金

の
増
額
分
は
、5
年
間
の
時
効

に
よ
り
消
滅
し
た
分
を
含
め
て
、

本
人
ま
た
は
遺
族
の
方
へ
全
額

支
払
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。

　
対
象
と
な
る
の
は
、
時
効
消

滅
に
よ
り
受
け
取
る
こ
と
が
で

「
年
金
時
効
特
例
法
」
が

　
　
　
施
行
さ
れ
ま
し
た


